
行政手続オンライン化の取組状況

「行かなくてもいい市役所」の実現をめざし、全ての手続を対象に棚卸を行い、法令等で押印や対面、原本
添付が義務付けられている手続を除きオンライン化する基準を定め、令和３年８月から取組を始めました。
対象外の手続を除いても約3,000の手続があることから、添付資料が膨大な手続などオンライン化が現実的で

ないものや本市での申請が皆無またはごく少数のものなどについて取組を保留することとし、これらを除く手
続を令和５年度までにオンライン化することを目標としました。
取組を進めるにあたっては、オンライン化の支障となる課題を順次解決することで取組を進める工程とし、

具体的にはオンライン化条例の制定など例規の整備や実務の見直し、個人認証機能やオンライン決済の導入な
どオンライン申請システムの機能拡充によりオンライン手続を増やし、令和５年度末までに住民票の写しや課
税・非課税証明書等の各種証明書交付申請のほか、フォームの公開直後からオンライン申請が大多数を占める
保育所入所申請、学童保育室に関する各種変更手続を含む621手続をオンライン化しました。

今後の取組については、引き続き市民の皆さまの利便性向上と内部事務の効率化を図るため、取組を保留し
た手続等について課題への対応策の検討・実施を進め、オンライン手続の拡充に取り込んでいくこととしてい
ます。
また、取組の開始時に法令等に基づく課題によりオンライン化の対象外とした手続についても、今後の法令

の改正等によりオンライン化が可能となった時点でオンライン化の対象とします。

（令和６年３月現在）


